
【案件】総合水泳・水遊場整備事業に係る特定事業の選定について

出席者

委 員 市長、副市長、市政統括監

担当部 教育長、副教育長兼子ども未来創造局長兼同局担当部長（生涯学習

担当）、同局担当副部長、総合水泳・水遊場整備室長

事務局 市政統括政策推進室職員

確認事項

・特定事業の選定（PFI手法による事業実施の意思決定）について

結 論

・特定事業の選定について、了とする。

質疑・意見等

Q: 費用縮減額の見込みは。

A: 従来方式と比較して、VFM（バリューフォーマネー）は11.8%を見込ん

でおり、類似事例と比べても遜色ない数字である。

Q: 今後のスケジュールは。

A: 8 月上旬に入札公告後、令和2年度中に事業者と契約締結予定。令和3年

度に設計、令和4年度～令和5年度に施設を整備し、令和6年4月から

共用を開始する予定。

以上

政策決定会議概要（7月 22日開催分）

日 時 令和２年7月22日（水曜日）13時 00分～13時 30分

場 所 市役所本館2階 会議室


